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東日本大震災で被災された地域から、奈良県立高等学校へ転学を希望される方々の就学機会

を確保する観点から、奈良県立高等学校への転学について弾力的な対応を行うため、下記のと

おり取扱いについてお知らせします。 

 

記 

 

１１１１    県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校へのへのへのへの転学転学転学転学ににににおけるおけるおけるおける弾力的弾力的弾力的弾力的なななな取扱取扱取扱取扱いいいい    

  奈良県以外の高等学校に在籍する生徒で、被災のため奈良県内に転居する人を対象に、転

学試験を受験する機会を別に設けます。希望される方は、下記２２２２の相談窓口①①①①に、あらかじ

めご相談ください。 

  

 ● 検査の実施日：志願先の校長が定めます。 

 ● 検    査：面接（口頭試問を含む。）を行います。また、面接以外の検査を行う場

合があります。 

 

※※※※    転学転学転学転学におけるにおけるにおけるにおける弾力的弾力的弾力的弾力的なななな取扱取扱取扱取扱いいいい    

   転学は通常一家転住を原則としていますが、被災地域の高等学校から奈良県立高等学校

に転学を希望する生徒については、本人だけの転居である場合についても、転学試験を実

施し、各学校の定員の充足状況にかかわらず、特例的かつ柔軟に受け入れます。 

    

２２２２    相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの設置設置設置設置    

  被災地域から奈良県内の学校に転学を希望する方々について、相談窓口を設置しました。 

①①①① 県 立 高 等 学 校： 奈良県教育委員会学校教育課学事係 ０７４２－２７－９８５１ 

②②②② 県立特別支援学校： 奈良県教育委員会学校教育課特別支援教育係 

０７４２－２７－９８５６ 

③③③③ 公 立 小 中 学 校： 奈良県教育委員会学校教育課義務教育係 ０７４２－２７－９８５４ 

東東東東日本大震災日本大震災日本大震災日本大震災によりによりによりにより被災被災被災被災したしたしたした生徒生徒生徒生徒のののの    

奈良県奈良県奈良県奈良県でのでのでのでの就学機会就学機会就学機会就学機会のののの確保確保確保確保についてについてについてについて    


